
訪問看護ステーション　所長様

公益社団法人　滋賀県看護協会

会長　　廣原　惠子

　時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　平素は、当協会事業の運営に格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

〇 研修名 精神科訪問看護基本研修会

精神科訪問看護基本療養費　算定要件研修会
〇 ２０１９年７月 １９日（金）　９時２０分～１７時３０分

（９時２０分までに受付を終了していること）

２０日（土）　９時～１７時３０分

２１日（日）　９時～１７

〇 会　場 公益社団法人　滋賀県看護協会

滋賀県草津市大路二丁目11番51号

(駐車場はありませんので、公共交通機関などご利用ください）

〇 対　象 訪問看護ステーション職員

〇 受講料 滋賀県看護協会　会員 １１，３４０円

滋賀県看護協会　非会員 ２８，３５０円

看護職以外 ２２，６８０円

（受講料の納付については、受講決定通知時に案内します）

〇 申し込み方法 別紙申込書による

送付先 　公益社団法人滋賀県看護協会　訪問看護支援センター

　FAX 077－562－8998 　E-mail ：svn-shien@shiga-kango.jp

申し込み期間 ２０１９年５月７日～15日

問い合わせ先
〒525-0032 草津市大路二丁目11番51号
TEL：077-564-6708 ／ FAX：077-562-8998
E-mail：svn-shien@shiga-kango.jp

記

日　時

公益社団法人滋賀県看護協会　訪問看護支援センター　　草野　/  辰巳　/　大辻　/　村岡

滋 看 協 第 ５ ４ ５ 号

平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ ２ 日

2019年度精神科訪問看護基本研修会　～精神科訪問看護基本療養
費　算定要件研修会～の開催について

　さて、標記研修会を別添要項のとおり開催します。

　皆さまにはお忙しい日々かと思いますが、今後の利用者の拡大のためにもぜひご参加いただきま
すようよろしくお願いします。

　なお、申込み期間は５月７日～5月15日となっておりますので、FAXまたはメール（申込書はメール
による案内送付時に添付）にて申し込みをしていただきますようよろしくお願いします。

公印

省略


